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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく

まん延防止等重点措置の解除に関する要請について

静岡県においては、令和４年１月 25 日付けで「まん延防止等重

点措置を実施すべき区域」として公示され、措置を実施すべき期間

は３月 21 日までとされているところであります。

本県では、県内全域の飲食店に対する営業時間の短縮要請や３回

目のワクチンの接種の加速化等、新型コロナウイルス感染症のまん

延防止のための対策を講じている中、10万人当たりの一週間の新規

陽性者数は高止まりの状況であるものの、病床使用率は 50％を大き

く下回り、低下傾向にあります。

つきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、

本県の「まん延防止等重点措置を実施すべき期間」の満了に伴う解

除を要請いたします。


